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〈防衛装備移転三原則の運用指針〉（抜粋） 

２ 海外移転の厳格審査の視点 

(1) 個別案件の輸出許可 

…自衛隊法上の武器に該当する完成品に係る防衛装備の海外移転については、武力

紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に対して行われるもの

（国際共同開発・生産に係る防衛装備のパートナー国への移転及びライセンス生産

品に係る防衛装備のライセンス元国からの要請に基づく提供（ライセンス元国から

の更なる提供を含まない。）を除く。）を原則として認めないこととし、我が国の安

全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り海外移転を認め得るこ

ととする。… 

３ 適正管理の確保 

…自衛隊法上の武器に該当する完成品の移転後の管理状況の確認に当たっては、政

府又は移転する防衛装備の管理に責任を有する者等に対して必要な調査を行うこ

ととする。… 

出典：「防衛装備移転三原則の運用指針」（2026年4月21日一部改正）より抜粋
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